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アジア の窓

　
ク
ル
ア
ー
ン
の
リ
バ
ー
禁
止
に
従
い
「
リ
バ
ー
」
を

と
る
方
法
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
経
済
に
お
い
て
は
、
①
債

務
の
担
保
と
し
て
不
動
産
を
提
供
し
、
債
権
者
に
そ
の

用
益
権
を
付
与
し
、
そ
の
用
益
権
を
「
利
息
」
と
す
る

方
法
、
②
二
重
売
買
に
よ
る
方
法
す
な
わ
ち
債
務
者
が

債
権
者
に
現
金
で
奴
隷
を
売
却
し
、
前
者
は
即
時
に
、

後
者
か
ら
将
来
の
日
付
で
支
払
う
金
額
で
も
っ
て
買
い

戻
し
、
こ
の
取
引
の
売
買
代
金
の
差
額
を
「
利
息
」
と

し
て
と
る
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般

的
な
経
済
活
動
に
よ
る
「
報
酬
」
は
、
用
語
を
「
利

子
」
か
ら
「
配
当
」
な
い
し
「
手
数
料
」
と
名
称
を
変

え
て
、
イ
ス
ラ
ム
発
生
時
か
ら
慣
習
的
な
も
の
と
し
て

イ
ス
ラ
ム
諸
国
に
お
い
て
一
般
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い

る
。

　
現
実
的
な
イ
ス
ラ
ム
諸
国
の
銀
行
業
務
は
用
語
や
解

釈
が
異
な
る
が
、
資
本
主
義
金
融
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
市
場
経
済
を
肯
定
し
て
い
る
。

た
だ
大
き
く
異
な
る
の
が
金
融
活
動
を
行
う
際
、
そ
の

対
象
が
イ
ス
ラ
ム
法
＝
シ
ャ
リ
ー
ア
に
照
ら
し
て
判
断

す
る
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
が
、
必
ず
介
入
す
る
こ
と
で
あ

る
。
融
資
は
、
利
益
損
失
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
基
本
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
の
契
約
の
も
と
「
利
子
」
を
、
「
配
当
」
や
「
手

数
料
」
と
用
語
を
替
え
て
い
る
だ
け
で
、
「
黒
い
も
の

を
白
」
と
い
わ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
で
き

る
。
こ
の
結
果
、
ス
ク
ー
ク
（
イ
ス
ラ
ム
債
）
な
ど
の

出
現
で
、
「
イ
ス
ラ
ム
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
商
品
の

開
発
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
の
活
動

は
利
益
損
失
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
基
に
し
た
イ
ス
ラ
ム
金

融
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
み
き
と
し
お
・
札
幌
学
院
大
学
経
済
学
部
教
授
）

　
最
近
の
中
国
で
は
超
生
が
深
刻
な
社
会
問
題
化
し

つ
つ
あ
る
。
も
と
も
と
は
死
罪
を
許
さ
れ
る
と
い
っ
た

意
味
の

超
生

が
、
現
在
は
「
計
画
外
生
育
」（
出

産
）
を
表
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。

　
富
裕
層
の
形
成
に
伴
っ
て
、
都
市
で
は
超
生
貴
族

が
出
現
す
る
一
方
、
社
会
保
障
制
度
の
欠
落
し
た
農
村

で
は
労
働
力
、
養
老
保
障
と
し
て
子
ど
も
（
特
に
男

子
）
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
王
氏
は
私
営
企
業
の
多
い
こ
と
で
有
名
な
浙
江
省
温

州
市
の
衣
料
メ
ー
カ
ー
の
経
営
者
で
あ
る
。
資
産
は
六

〇
〇
万
元
（
約
九
、〇
〇
〇
万
円
）
の
王
氏
は
一
男
二

女
の
父
親
で
あ
る
が
、
第
一
子
出
産
時
に
は
、
長
女
は

先
天
性
心
臓
病
と
の
ニ
セ
診
断
書
を
使
い
、
第
三
子
の

時
は
妻
を
遠
い
親
戚
に
預
け
た
。「
い
か
に
政
府
で

も
、
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
を
殺
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
」
と
の
開
き
直
り
で
あ
る
（『
中
国
青
年

報
』
〇
七
・
三
・
二
六
）。

　「
社
会
撫
養
費
弁
法
」（
〇
二
・
九
施
行
）
で
は
、
計

画
外
出
産
者
か
ら
は
、
そ
の
地
域
の
平
均
年
収
を
基
準

転
機
に
立
つ
「
一
人
っ
子
政
策
」

に
一
定
額
の
「
社
会
撫
養

費
」（
保
護
養
育
費
）
を
徴

収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
浙
江
省
で
は
高
収

入
層
に
対
し
て
は
、
平
均

収
入
を
超
え
た
部
分
の
二

倍
ま
で
の
撫
養
費
を
徴
収

で
き
る
。
地
域
平
均
が
二

万
元
で
当
事
者
の
収
入
が
一
〇
〇
万
元
の
場
合
、
一
九

六
万
と
高
額
に
な
る
が
、
真
の
「
大
戸
人
家
」（
富
裕

な
家
庭
）
を
目
指
す
高
額
所
得
者
に
は
ほ
と
ん
ど
効
き

目
が
な
い
と
い
う
。

　
二
〇
〇
六
年
十
二
月
、
中
央
政
府
が
「
人
口
と
計
画

生
育
政
策
の
強
化
」
に
関
す
る
通
達
を
出
し
た
。
そ
れ

は
、
計
画
生
育
目
標
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
は
行
政
責

任
を
問
う
こ
と
や
社
会
的
悪
影
響
の
大
き
な
場
合
は

名
前
を
公
表
す
る
旨
の
厳
し
い
内
容
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
通
達
に
過
敏
に
反
応
し
た
の
が
、
全
国
一
人
口

増
加
率
の
高
い
広
西
省
で
あ
っ
た
。
各
県
で
は
職
員
を

総
動
員
し
て
計
画
外
出
産
家
庭
へ
の
戸
別
訪
問
を
実
施

し
、
法
外
な
撫
養
費
（
罰
金
）
を
手
段
を
選
ば
ず
徴
収

し
始
め
た
の
で
あ
る
。
納
期
を
過
ぎ
た
家
に
は
「
大
錘

隊
」（
ハ
ン
マ
ー
隊
）
を
派
遣
し
、
家
を
壊
し
、
金
目

の
家
財
道
具
の
す
べ
て
を
没
収
し
た
り
、
計
画
生
育
証

を
持
た
な
い
者
の
郵
便
貯
金
を
凍
結
し
た
り
、
未
婚
女

性
ま
で
不
妊
手
術
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
（『
亜
洲
週

刊
』
〇
七
・
三
・
六
）。
玉
林
市
博
白
県
な
ど
広
西
省

の
数
県
で
五
月
十
七
日
か
ら
数
日
間
展
開
さ
れ
た
暴
動

は
、
こ
れ
ら
地
方
政
府
の
違
法
行
為
に
対
す
る
群
集
の

反
揆
で
あ
っ
た
。

　
超
生
を
目
指
す
人
々
が
い
る
一
方
、
上
海
市
の
よ

う
に
す
で
に
人
口
自
然
増
加
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
て

い
る
都
市
も
あ
る
。
極
端
な
男
女
間
出
生
比
率
の
拡
大

や
低
所
得
水
準
で
の
急
激
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
が
現

実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
は
、「
一
人
っ
子
政

策
」
そ
の
も
の
の
必
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
小
林
熙
直
・
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
）


